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神奈川県立武道館指定管理者業務基準 

 

１ 基本方針 

神奈川県立武道館条例第２条に定める「武道の振興を図り、県民の心身の健全な発達に寄与

するための施設」としての役割を十分に発揮できる施設運営を行う。 

また、指定管理業務の遂行に当たっては、関係法令を遵守し、神奈川県立武道館（以下「武

道館」という。）の適正な管理運営を行うものとする。 

 

２ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

⑴ 保守管理業務 

ア 建築物の保守管理 

建築物について、外壁、内壁等の状態を監視、維持すること。また、不具合を発見した

場合は、速やかに神奈川県に報告すること。 

イ 建築設備の保守管理 

建築設備等について、各種法令に基づく管理責任者を設置し、次の日常点検、法定点検、

定期点検及び清掃等を行い、状態、性能を維持するとともに、必要に応じてその他の点検

等を行うこと。また、不具合を発見した場合は、速やかに神奈川県に報告すること。 

(ｱ) 検査、点検、法定点検等保守管理 

ａ 簡易専用水道検査                       年１回 

ｂ 消防設備点検（外観点検・機能点検及び総合点検）        年２回 

ｃ 電気工作物保守点検                      月１回 

ｄ 電気設備定期精密点検                     年１回 

ｅ 受水槽点検                          年１回 

ｆ 空調設備保守点検                       年１回 

ｇ 水質検査                           年２回 

ｈ 自家用発電機負荷試験業務                   年１回 

ｉ 建築基準法第 12 条第２項及び第４項に基づく定期点検業務 

昇降機及び昇降機以外の建築設備の点検(法第 12条２項)     年１回 

敷地及び構造の点検(法第 12 条４項)              ３年に１回 

(ｲ) 清掃 

ａ 日常清掃                             随時 

フロア（タイル、板張、絨毯）清掃 

  トイレ清掃 

  ガラス窓ふき掃除 

ｂ 定期清掃                           年２回 

  フロア（タイル、板張、絨毯）清掃 

  トイレ清掃 

  ワックスがけ 

ｃ 受水槽清掃                          年１回 
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ｄ 弓道場安土、芝管理                       随時 

ｅ 敷地内樹木剪定                          随時 

ｆ 害虫駆除                           年２回 

ウ 備品等の保守管理業務 

(ｱ) 体育備品の保守管理 

備品管理簿で管理を行うほか、武道館の利用者の安全を図るため、体育備品の日常の

維持、管理を行うこと。 

破損、不具合等が発生した場合は、直ちに使用を停止する措置等を行い、神奈川県に

報告を行うこと。 

(ｲ) 体育消耗品 

施設の運営に支障をきたさないよう必要な消耗品の購入、管理を行うこと。また、不

具合等が発生したものは、随時更新を行うこと。 

(ｳ) 事務備品 

備品管理簿で管理を行うほか、施設の運営に支障をきたさないよう事務備品の維持、

管理を行うこと。 

 破損、不具合等が発生した場合は、神奈川県に報告を行うこと。 

(ｴ) 事務消耗品 

 施設の運営に支障をきたさないよう必要な消耗品の購入、管理を行うこと。また、不

具合等が発生したものは、随時更新を行うこと。 

(ｵ) 重要物品等 

重要物品※や展示品等について、施設の運営に支障をきたさないよう保守点検を行い、

破損、不具合等が生じた場合は、直ちに神奈川県に報告を行うこと。 

※価格が 100 万円以上の物品 

(ｶ) 備品の帰属 

備付けの物品や神奈川県が購入し委任した物品については神奈川県に帰属する。 
指定管理者が指定期間中に更新又は新たに購入した物品の中で、施設運営の継続のた

めに必要と認められるものについては神奈川県と協議の上、指定管理期間終了後、神奈

川県に無償譲渡するものとする。 

(ｷ) 注意義務 

物品の使用及び保管については、善良な管理者の注意義務をもって行うこと。 

(ｸ) 処分等 

管理備品の処分等については、事前に神奈川県の承認を要する。また、管理物品の処

分等に係る費用については、指定管理者が負担するものとする。 

(ｹ) 報告 

   指定管理者は、管理備品について、現在高と照合の上、毎年３月末までに神奈川県に

報告すること。 

 

⑵ 保安警備業務 

ア 施設内の秩序を維持し、事故、火災等の災害及び破壊等の犯罪の発生を警戒、防止し、

利用者の安全を守るとともに財産の保全を図るため、保安警備を適切に行うこと。 
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イ 事故、災害及び犯罪等から利用者の安全を図ることができるよう適切な管理体制を整備、

維持すること。 

ウ 入退出者等を適切に管理すること。 

 

⑶  留意事項 

ア 点検、清掃等に際しては、利用者の利用の妨げにならないように行うこと。 

イ 原則として、施設内に喫煙場所は設けないこと。 

ウ 公衆電話等を設置する場合は、神奈川県に対して目的外使用許可の申請を行い、許可を

得ること。 

 

３ 施設の運営に関する業務 

⑴  開館日及び開館時間 

ア 開館日 

休館日を次のとおりとし、それ以外を開館日とする。ただし、(ｱ)から(ｳ)までにかかわ

らず、指定管理者は、必要があると認めるときは、神奈川県の承認を得て、休館日を臨時

に変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。この場合、事前に利用者に告知する

こと。 

(ｱ)  月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下

「休日」という。）に当たるときを除く。） 

(ｲ) 休日の翌日（土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。） 

(ｳ) 12 月 29 日から翌年の１月３日まで 

イ 開館時間 

午前９時から午後９時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、

神奈川県の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。この場合、事前に利用

者に告知すること。 

また、業務時間は原則として開館の 30 分前から閉館の 30 分後までとし、開館時間を変

更するときは、業務時間も変更することができる。 

 

⑵  施設及び設備の貸出し 

指定管理者は、施設及び設備（以下「施設等」という。）の貸出しに際しては、原則として、

利用しようとする者から、利用しようとする日の３箇月前の日の属する月の初日から利用当

日までに、利用申込書の提出を受けること。 

ただし、地方公共団体又は公共的団体が行う体育行事で上に定める期間前に施設等の利用

の申込みをしなければその開催に支障が生ずるものについては、指定管理者は、当該期間前

に利用の申込みを受けること。 

 

 ⑶ 利用の承認 

ア 指定管理者は、条例、規則及び指定管理者が定める規程等に基づき、武道館の施設等を

利用しようとする者に対して利用の承認を行う。 

イ 指定管理者は、利用の承認を受けようとする者が条例第 11 条第２項各号のいずれかに 
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該当するときは、利用の承認を与えないことができる。 

ウ 指定管理者は、神奈川県暴力団排除条例第 11 条第２項の規定により、当該施設の利用が

暴力団の利益になると認められるときは、利用の承認を与えないことができる。 

 

⑷  利用承認の取消し等 

ア 指定管理者は、利用の承認を受けた者が条例第15条各号のいずれかに該当するときは、 

利用の承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。 

イ 指定管理者は、神奈川県暴力団排除条例第 11 条第２項の規定により、当該施設の利用 

が暴力団の利益になると認められるときは、利用の承認を取り消すことができる。 

 

⑸  施設の利用調整に関する業務 

ア 利用調整会議 

指定管理者は、利用者の円滑、効率的な利用のため、利用調整会議を設置、開催するこ

と。 

利用調整会議は、年間の円滑な施設利用を図るため、武道館において開催を希望する地

方公共団体又は公共的団体の武道団体等が主催する大会、講習会等の開催日程をあらかじ

め調整する。 

また、事前に利用団体の円滑、効率的な利用のための調整会議を、弓道場においては毎

月開催し、柔道場、剣道場、小道場の夜間利用は３箇月毎に開催する。 

イ 優先利用 

神奈川県が施設を利用する場合、又は神奈川県との共催により団体が施設を利用する場

合は、指定管理者は神奈川県と事前に利用の調整を行うこと。 

 

⑹  施設の利用案内に関する業務 

ア 指導・助言 

指定管理者は、県民が施設を利用する際、必要な指導・助言を行うこと。 

イ 受付業務 

指定管理者は、受付業務に常時１名以上を配置し、利用者へのサ－ビスに支障のないよ

うにすること。また、安全管理者を常時１名以上配置すること。 

ウ その他 

指定管理者は、利用者からの相談を受け、利用前に十分な打合せを行うとともに、各種

利用のための申請書類及び利用の手引き書を作成し、電話による問い合わせや、施設の見

学等に対応すること。また、施設内や案内パンフレット等に、指定管理者により管理・運

営されている施設であることを表示すること。 

 

⑺  e-kanagawa 施設予約システムの利用に関する業務 

  ア 指定管理者は、施設の利用申込等の手続きを行わせ、又は行うため e-kanagawa 施設予

約システムを使用するものとする。 

イ 指定管理者は、別紙４「e-kanagawa 施設予約システムについて」を確認の上、同システ

ムを使用するための設備の導入及び運用のための経費を負担すること（指定管理料の事務
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費において計上すること。）。 

ウ e-kanagawa 施設予約システムの運用は、神奈川県が別に示す書類等によるものとする。 

 

⑻  武道教室等の実施に関する業務 

  ア 社会体育武道指導者研修 

(ｱ) 社会体育武道指導者指導力向上研修会 

社会体育における武道指導者の指導力の向上・充実を図るため研修会を開講する。 

種目：弓道、期間：３日間、定員：50名 

   (ｲ) 地域社会武道指導者研修会 

地域社会武道指導者の専門的な知識と技術の充実、資質の向上を図るため(公財)日本

武道館と共催により研修会を開講する。 

種目：なぎなた、期間：２日間、定員：40 名 

イ 武道体験教室 

武道を普及することを目的に、県民スポーツ月間中央イベント武道館事業として、初心

者を対象に武道に親しむ機会として武道体験教室を実施するとともに、地域での武道の普

及を図るための出張武道体験教室を実施する。 

種目：柔道、剣道、弓道、空手道、短剣道、なぎなた、少林寺拳法、武術太極拳、合

気道、テコンドー、スポーツチャンバラ 

ウ 武道教室 

武道の正しい心構えと技術を教授するとともに豊かな人生を彩る生涯スポーツとして 

の武道を普及することを目的に初心者（一部経験者）を対象とした武道教室を開講する。 

エ 武道錬成会 

基礎技術の修得や技術の交換を通じて親睦を深め、さらに高い技術を修得する機会をつ

くり、心身の鍛錬による青少年の健全育成に寄与するため、青少年武道振興の一環として

青少年武道錬成会を各武道連盟、(公財)日本武道館等と共催により実施する。 

種目：柔道、剣道、弓道、空手道、銃剣道、なぎなた 

オ 一般稽古 

柔道、剣道、弓道、空手道、なぎなたをそれぞれ愛好している者が自由に稽古をできる

場を提供することにより、各武道の普及と技術の向上を図るとともに、心身の健全な発達

に寄与するため一般稽古を各武道連盟と共催により実施する。 

(ｱ) 柔道：小学生(週２回)､中学生以上(週４回) 

 (ｲ) 剣道：小学生(週３回)､中学生以上(週４回) 

(ｳ) 弓道：中学生以上(週２回)、一般(週２回) 

(ｴ) 空手道：小学生(週１回)､中学生以上(週１回) 

     (ｵ) なぎなた：小学生(週１回)、中学生以上(週１回)、一般(週２回) 

 

４ 利用料金の徴収に関する業務 

⑴  利用料金の徴収 

ア 利用料金の徴収に当たっては、徴収手続きに関する規程等を定め、適正に取扱うととも

に、事故防止に努めること。 
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イ 利用料金の徴収及び保管については、然るべき責任者を置いて適正な管理を行うこと。 

ウ 利用料金は前納とし、指定管理者の収入とする。なお、収納した利用料金は、帳簿等を

作成し、適正に管理しなければならない。 

エ 指定管理者は、キャッシュレス決済を導入すること。なお、キャッシュレス決済を利用

するための設備の導入及び運用のための経費は指定管理者が負担すること。 

 

⑵  利用料金の額の決定 

利用料金の額は、条例第 12条第２項の規定に基づき、条例別表に定める額の範囲内におい

て、神奈川県の承認を得て定めること。 

 

⑶  利用料金の減免 

利用料金の減免については、条例第 13条の規定に基づき神奈川県の承認を得て定めた基準

により、適正かつ公正に行うこと。 

 

⑷  利用料金の不還付の決定 

納付された利用料金は還付しない。ただし、災害その他利用の承認を受けた者の責めに帰

すことができない理由により施設等を利用することができないと認めたときは、この限りで

はない。 

 

５ 施設の効果的・効率的運営に資するために必要な業務 

⑴  武道の振興に関する取組の企画、運営及び実施 

施設の利用促進に資するため、各種イベント等の企画、運営を積極的に行うこと。 

 

⑵  ホームページの作成、広報誌の編集・発行等の広報業務 

分かり易い施設案内を通じて、利用者の利便性の向上を図るため、ホームページを作成す

るとともに、広報誌の編集、発行等を行うことにより、施設の情報提供と魅力の発信を積極

的に行うこと。 

 

⑶  自主事業の提案等（任意） 

指定管理者は、指定管理業務とは別に、あらかじめ知事の承認を受け、武道館の設置目的

に沿って、指定管理業務の実施を妨げない範囲内で、自己の責任と費用において自主的な提

案事業（自主事業）を実施することができる。 

事業にかかる経費は、全て指定管理者が負担するものとし、事業実施のために武道館の施

設を使用する場合、別途条例等に基づく承認等の手続きをとること。 

 

⑷ 事業計画、人員配置計画及び収支計画の作成 

指定管理者は、次年度の標記計画について神奈川県と調整を行った上、毎年７月末までに

次年度における各計画書を神奈川県に提出し、その承認を得ること。 

 

⑸  業務日報の作成 
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指定管理者は、管理業務の詳細を記載した業務日報を作成し、管理業務の実施状況を自ら

把握するとともに、神奈川県の求めに応じ閲覧、提出できるよう常備しておくこと。 

 

⑹  月例業務報告書の作成 

指定管理者は、業務日報等に基づき、各月ごとの業務状況が確認できるよう月例業務報告

書を作成し、自らの自己評価及び収支状況報告を加え、翌月 10日までに神奈川県に提出する

こと。 

 

⑺  利用者満足度調査の実施 

指定管理者は、利用者へアンケートを毎年実施し、自己評価するとともに、施設運営の改

善を図ること。 

 

⑻  利用統計 

利用者数や利用者の属性・利用率等の集計・分析(項目については県と協議して定める)を

行い、神奈川県へ報告するとともに、施設運営に活用すること。 

 

⑼  実績報告書の作成 

指定管理者は、前年度の管理業務の実績報告書を毎会計年度終了後 30日以内に作成のうえ、

神奈川県に提出し、その承認を得ること。なお、実績報告書には次の事項を記載すること。 

ア 収入状況 

イ 支出状況 

ウ 利用状況（各月別施設利用者数等） 

エ 利用者満足度調査結果 

オ 業務委託実績報告書 

 

６ 調査及び監査等 

⑴  調査及び監査等 

県は、地方自治法第244条の２第10項の規定により、指定管理者の管理する施設の適正を期

するため、必要があると認めるときは、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状

況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 

７ その他留意事項 

⑴  関係機関への届出等 

武道館の管理運営に関する必要な法令を遵守し、関係機関への届出や手続き等を遺漏なく 

行うこと。 

 

⑵  職員の配置等 

ア  労働基準法等関係法令を遵守すること。 

イ  施設の管理運営責任者を常勤雇用で１名以上配置すること。 

ウ 受付業務に必要な適正人数を配置し、利用者へのサービスに支障のないようにするこ
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と。 

エ 防火管理者を置くこと。 

オ 施設運営及び施設管理等に従事する者には、スポ－ツ施設での勤務経験、会計経理の実

務経験を有する者を配置するよう努めること。 

カ 職員は、利用者に対し、体育備品の適切な取扱いや安全指導が行える者を配置すると

ともに、応急救護手当に対応できる有資格者（救急救命士等）を配置するよう努めるこ

と。 

 

⑶ 行政財産目的外使用許可部分の光熱水費について 

指定管理料に含まれていないため、各使用者に対し、実際にかかった費用を請求するこ

と。また、請求した費用については、立替収入として県へ報告すること。 

 

⑷  引継ぎ 

指定管理者は、指定期間終了までに引継書を作成し、次期指定管理者が武道館の業務を円

滑かつ支障なく遂行できるように、引継ぎを行わなければならない。 
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神奈川県立武道館指定管理者業務基準（仕様書）詳細について 

  対 象 項 目 対 象 機 器 等 

１ 業務基準 

２ 施設及び設備の維持管理に関す

る業務 

(1) 保守管理業務－イ－(ｱ) 

ｂ～ｆの点検対象となる機器詳細、

数量、メーカー等 

ｂ 消防設備点検 

県立武道館は改修工事直後であり、点検対象機器につ

いては多少の増減の可能性がありますので、予めご了

承ください。 

■消火器具 

ABC 粉末消火器 PEP-10N １本（発電機室内に設置） 

ABC 粉末消火器 50型 2 本 

■屋内消火栓設備 

・ポンプ 

㈱日立 型式 GMN-CH S100×4-515 

・電動機 

㈱日立 型式 EFOUP-KK 

■自動火災報知設備 

ニッタン㈱ 

・感知器 

感第 2020～16 号 ２種 23個 

感第 2020～13 号 ２種 42個 

感第７～110 号 ２種 92 個 

感第 2019～28 号 ２種 10個 

感第６～１号 ２種 １個 

感第２～34号 １種 17 個 

感第２～37号 １種 ４個 

感第２～36号 特種 ４個 

・発信機 

屋内型 Ｐ型 １級 10 個 

型式番号 発第 29～１号 

・表示灯 

DC24V 10 個 

・受信機 

型式番号 受第 23～１～４号 

■非常警報（放送）設備 

・増幅器 

パナソニック㈱ 

WU-ER500A 

認評放第 26～15 号 

・スピーカ 

パナソニック㈱ 
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WS-TN10 

WS-TN11 

WS-2030A 

WS-2015A 

WS-2260A 

WS-4435A 

コーン型 107 個 

■避難器具 

三新工業㈱ は第１～４号 5.3m ２基 

■誘導灯 

避難口誘導灯 Ｂ級 28個 

通路誘導灯 

・通路に設けるもの Ｂ級６個 

・廊下に設けるもの Ｂ級 10個、Ｃ級１個 

・階段等に設けるもの ７個 

■防排煙設備（自動閉鎖装置） 

ニッタン㈱ 

NSS-DL-3D1 

 

ｃ及びｄ 電気工作物保守点検 

県立武道館は改修工事直後であり、点検対象機器につ

いては多少の増減の可能性がありますので、予めご了

承ください。 

設備容量 850kVA 

最大需要電力 392kVA 

受電電圧 6,600V 

■変電設備 

二次電圧 210/105V 

全出力 637.5KW 

油入自冷式、単相 100kVA×２、三相 500KV×１、三相

150KV×１（スコット 50KVA） 

■自家発電設備 

ディーゼル発電設備（屋外用キュービクル式長時間形） 

形式番号 SWDO-16 

全出力定格容量 75KVA 

電圧（１次）200V 

■蓄電池装置 

誘導灯照明非常電源（内蔵型） 常用電源 AC100V 

■自家発電装置 

・原動機 
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三菱ふそうトラック・バス㈱ 6D16-E1 

・同期発電機 

㈱東京電機 TMGP85LM 

 

ｅ 受水槽点検     受水槽（２層式）   18.00 ㎥ 

 

ｆ 空調機保守点検 

空調機については、新規設置した機器が多数あること

から、本項への記載を省略します。希望者にはメール

にて完成図面をお送りいたしますので、スポーツ課ま

でご連絡ください。 

なお、柔道場、剣道場、弓道場の空調機については、

高所のため、清掃及び点検に際し、道場の養生及び足

場の設置が必要となります。 

２ 業務基準 

２ 施設及び設備の維持管理に関す

る業務(1) 保守管理業務－イ－

(ｲ) 

a～ｃの各清掃箇所の明確な範囲等 

 

（注）各箇所の面積は概算面積であ

り、実際の面積とは相違する可能性

があります。 

ａ 日常清掃 

  管理棟１階 

板 張       玄 関      55.3㎡ 

広 間      90.8㎡ 

資料室       45.4㎡ 

回 廊      95.9㎡ 

階 段      10.0㎡ 

            計      297.4㎡ 

ビニ－ルタイル   事務室      54.2㎡ 

医務室       9.8㎡ 

通 路       20.2㎡ 

下足室       13.4㎡ 

給湯室       2.2㎡ 

便 所      23.7㎡ 

   計      123.5㎡ 

タイルカーペット  館長室      18.6㎡ 

   計       18.6㎡ 

   陶板タイル 踏 込（玄関内側）   42.6㎡ 

             計       42.6㎡ 

管理棟２階 

   板 張     会議室（大）    94.3㎡ 

会議室（小）    48.9㎡ 

           休憩所       24.2㎡ 

廊 下       30.9㎡ 

     計      198.3㎡ 
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ビニ－ルタイル  踏 込       5.5㎡ 

便 所      13.4㎡ 

通 路      4.4㎡ 

給湯室      4.8㎡ 

計       28.1㎡ 

   畳・板張     研修室      24.2㎡ 

              計       24.2㎡ 

   柔道場 

    板 張      大会運営室    12.6㎡ 

               選手控え室    21.0㎡ 

               観覧席      116.3㎡ 

               通 路      63.5㎡ 

               正 面      26.7㎡ 

                計       240.1㎡ 

     ビニ－ルタイル   踏 込       6.8㎡ 

               給湯室       4.7㎡ 

              便 所      30.9㎡ 

              階 段（＋板張） 29.5㎡ 

               計          71.9㎡ 

     ジュ－タン    師範室      13.6㎡ 

               計        13.6㎡ 

剣道場 

   板 張      大会運営室    12.4㎡ 

              選手控え室    26.8㎡ 

            観覧席      99.9㎡ 

            通 路      62.6㎡ 

            正 面      20.4㎡ 

             計       222.1㎡ 

   ビニ－ルタイル  踏 込       6.0㎡ 

            給湯室       4.8㎡ 

            便 所      22.0㎡ 

            階 段（＋板張） 60.4㎡ 

             計       93.2㎡ 

   ジュ－タン    師範室      14.0㎡ 

             計       14.0㎡ 

   小道場 

    板 張      回 廊       78.4㎡ 

             計       78.4㎡ 

    ビニ－ルタイル  踏 込       7.2㎡ 

            給湯室        3.1㎡ 
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            階 段       17.2㎡ 

            廊 下      48.5㎡ 

更衣室      70.4㎡ 

脱衣室（師範室男女）6.1㎡ 

便 所      28.3㎡ 

身障者用便所     6.6㎡ 

             計        187.4㎡ 

畳       師範室      26.9㎡ 

            計         26.9㎡ 

モザイクタイル   シャワ－室    19.7㎡ 

             計          19.7㎡ 

弓道場 

   ビニ－ルタイル   観覧席      85.1㎡ 

            通 路         61.7㎡ 

              廊 下      56.6㎡ 

             踏 込        6.2㎡ 

             給湯室      2.8㎡ 

             更衣室         92.8㎡ 

               踏 込      7.4㎡ 

             便 所        33.7㎡ 

             計       346.3㎡ 

     畳       師範室        14.8㎡ 

             大会運営室     15.2㎡ 

             計        30.0㎡ 

柔剣道場棟地下 

   ビニ－ルタイル   警備員室     14.6㎡ 

            廊 下      54.6㎡ 

脱衣室      10.8㎡ 

   計       80.0㎡ 

畳      休憩室      16.7㎡ 

            計       16.7㎡ 

モザイクタイル  シャワ－室    11.4㎡ 

            計       11.4㎡ 

 

ガラス窓ふき清掃（各棟ガラス面積） 

         管理棟１階      209.6㎡ 

         管理棟２階      11.5㎡ 

         柔道場        82.9㎡ 

         剣道場        111.0㎡ 

小道場        79.0㎡ 
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弓道場        84.3㎡ 

           計         578.3㎡ 

ｂ 定期清掃（ワックス） 

管理棟１階 

板 張     玄 関        55.3㎡ 

広 間        90.8㎡ 

資料室        45.4㎡ 

回 廊        95.9㎡ 

階 段        10.0㎡ 

         計        297.4㎡ 

ビニ－ルタイル  事務室        54.2㎡ 

医務室         9.8㎡ 

通 路         20.2㎡ 

下足室        13.4㎡ 

給湯室         2.2㎡ 

便 所        23.7㎡ 

 計        123.5㎡ 

管理棟２階 

   板 張    会議室（大）      94.3㎡ 

会議室（小）     48.9㎡ 

           休憩所        24.2㎡ 

廊 下        30.9㎡ 

  計        198.3㎡ 

ビニ－ルタイル  踏 込         5.5㎡ 

便 所         13.4㎡ 

通 路        4.4㎡ 

給湯室         4.8㎡ 

計         28.1㎡ 

柔道場 

    板 張    柔道場        243.0㎡ 

            観覧席         116.3㎡ 

           通 路         63.5㎡ 

            計        422.8㎡ 

ビニ－ルタイル   踏 込         6.8㎡ 

           給湯室            4.7㎡ 

            便 所        30.9㎡ 

           階 段（＋板張）    29.5㎡ 

             計             71.9㎡ 

剣道場 

    板 張     剣道場        931.2㎡ 
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           観覧席           99.9㎡ 

            通 路        62.6㎡ 

             計         1093.7㎡ 

ビニ－ルタイル    踏 込         6.0㎡ 

           給湯室           4.8㎡ 

            便 所        22.0㎡ 

           階 段（＋板張）    60.4㎡ 

            計             93.2㎡ 

小道場 

板 張     回 廊        78.4㎡ 

           小道場          403.8㎡ 

            計         482.2㎡ 

ビニ－ルタイル   踏 込            7.2㎡ 

           給湯室            3.1㎡ 

           階 段          17.2㎡ 

            廊 下        48.5㎡ 

更衣室           70.4㎡ 

便 所        28.3㎡ 

身障者用便所       6.6㎡ 

             計        181.3㎡ 

弓道場 

   板 張    射 場       231.0㎡ 

            計        231.0㎡ 

ビニ－ルタイル  観覧席        85.1㎡ 

          通 路        61.7㎡ 

          廊 下        56.6㎡ 

           踏 込        6.2㎡ 

           給湯室        2.8㎡ 

           更衣室        92.8㎡ 

           踏 込        7.4㎡ 

           便 所        33.7㎡ 

            計         346.3㎡ 

柔剣道場棟地下 

  ビニ－ルタイル  廊 下        54.6㎡ 

脱衣室        10.8㎡ 

  計         65.4㎡ 

 

ｃ 受水槽清掃   受水槽（２層式）   18.00㎥ 

 

 


